
１ 
 

 

 
 

 

運転･建設状況の概要 
（平成 29 年 11 月 18 日～平成 30 年１月 17 日） 

 
平成 30 年１月 17 日 

福井県安全環境部 

原子力安全対策課 

 

１．運転･建設状況の概要                           [添付－１] 

今期間の運転状況は、計画外の原子炉停止や出力抑制はなかった。現在、県内発電所８基が定

期検査を実施している。 

 

(１) 定期検査を実施中の発電所 

・ 敦賀発電所２号機：第 18 回定期検査 （平成 23 年 ８月 29 日 ～） 

・ 美浜発電所３号機：第 25 回定期検査 （平成 23 年 ５月 14 日 ～） 

・ 大飯発電所１号機：第 24 回定期検査※ （平成 22 年 12 月 10 日 ～） 

・ 大飯発電所２号機：第 24 回定期検査※ （平成 23 年 12 月 16 日 ～） 

・ 大飯発電所３号機：第 16 回定期検査 （平成 25 年 ９月 ２日 ～） 

・ 大飯発電所４号機：第 15 回定期検査 （平成 25 年 ９月 15 日 ～） 

・ 高浜発電所１号機：第 27 回定期検査 （平成 23 年 １月 10 日 ～） 

・ 高浜発電所２号機：第 27 回定期検査 （平成 23 年 11 月 25 日 ～） 
 

※：関西電力は、平成 29 年 12 月 22 日に大飯発電所１、２号機の廃炉を決定した。今後、電気事業法に基づく電気工作物変更届出

の提出をもって廃止となる。また、定期検査は廃止措置計画の認可を受けた日をもって終了とみなされる 。 

 

(２) 高速増殖原型炉もんじゅの状況 

原子炉施設の安全確保のために必要な機器・設備の保全対策として、燃料取扱設備や１次系

冷却設備等の点検を実施している。 

原子力機構は、平成 29 年 12 月６日、原子力規制委員会に対し、廃止措置計画認可申請を行

った。 

 

(３) 廃止措置中の発電所 

・原子炉廃止措置研究開発センター（ふげん）の状況 

平成29年９月１日から第30回定期検査を実施しており、原子炉等規制法に基づき、使用済燃

料の取扱いまたは貯蔵に係る設備について検査を実施している。 
 

・敦賀発電所１号機の状況                      [資料 No.3-1 p.39] 

   平成 29 年 12 月１日から第１回施設定期検査を実施しており、原子炉等規制法に基づき、使

用済燃料の取扱いまたは貯蔵に係る設備について検査を実施している。 
 

・美浜発電所１、２号機の状況                        [添付－２] 

   １号機は平成 30 年１月 15 日、２号機は１月 12 日から第１回施設定期検査を実施しており、

原子炉等規制法に基づき、使用済燃料の取扱いまたは貯蔵に係る設備について検査を実施して

いる。 

 

資料 No.３－２

説 明 資 料
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２．特記事項 

(１) 発電用原子炉施設に係る新規制基準への対応等について 

日本原電および関西電力は、県内に設置している原子力発電所８基※１について、新規制基

準適合性に係る申請※２を行い、これまで４基※３について全ての審査が終了しており、３基※４

の原子炉設置変更および工事計画について、原子力規制委員会から許認可を受けている。 
※１：敦賀発電所２号機、美浜発電所３号機、大飯発電所３，４号機、高浜発電所１～４号機 

※２：原子炉設置変更許可（設備や体制等の基本設計・方針等の審査）、工事計画認可（原子炉施設の詳細設計の審

査）、保安規定変更認可（運転管理、手順、体制等の審査） 

※３：高浜発電所３、４号機、大飯発電所３、４号機 

※４：美浜発電所３号機、高浜発電所１、２号機 

 

①大飯発電所３、４号機                       [資料 No.3-1 p.40] 

知事は、平成 29 年 11 月 22 日、県原子力安全専門委員会の中川委員長から「ハード、ソフ

ト両面からの改善が図られており、原子炉の工学的な安全性を確保するために必要な対策は

確保できている」との報告を受け、11 月 23 日には中川委員長とともに大飯発電所の現場確

認を行った。同日、知事は、関西電力社長と面談し、使用済燃料の中間貯蔵施設について 2018

年には具体的な計画地点を示すこと、発電所の見学者を倍増させるなどの理解活動を強化し

ていくこと等の説明を受けた。  

また、11 月 26 日には、世耕経済産業大臣が来県し、知事に対し、使用済燃料対策につい

て、国も積極的に関与し、着実に進展させること、国民理解について、科学的根拠に基づき、

気候変動対応など原子力の位置付けや役割などについて、粘り強く情報提供を行っていくこ

と等を説明した。 

知事は、11 月 27 日、地元おおい町の考えや県議会の意見、県原子力安全専門委員会の評

価、使用済燃料の中間貯蔵の県外立地などに対する国や事業者から示された方針などを総合

的に勘案し、再稼働に同意する旨を表明した。 

同日、知事は、世耕経済産業大臣に再稼働に同意する旨を電話で伝えるとともに、12 月５

日には大臣と面談し、改めてその旨を伝えた。 

 

(２) 特定重大事故等対処施設に関する原子炉設置変更許可申請について     [添付－３] 

関西電力は、平成 29 年 12 月 15 日、高浜１、２号機の特定重大事故等対処施設に関する原

子炉設置変更許可申請について、審査における施設の運用方法等に係る指摘を踏まえ、対応

が必要な内容を反映した補正書を原子力規制委員会に提出した。 

 

(３) 高速増殖原型炉もんじゅについて        

①「もんじゅ」の廃止措置について          [資料 No.3-1 p.95、112、113、122] 

平成 29 年 11 月 22 日、国は、林文部科学大臣、世耕経済産業大臣、野上官房副長官出席の

もと「もんじゅ関連協議会」を開催し、県および県議会、関係市町が８月９日に提出した「も

んじゅ」の廃止措置に関する要請書等への対応として、林大臣から、使用済燃料等の処理処

分の方策や廃止措置体制の強化等について回答があった。 

これに対し、知事は、使用済燃料等の県外搬出のための平成 31 年以降の手順や、現場への

人材派遣など今後の対応状況について、もんじゅ関連協議会などの場で説明すること等を求

めた。両大臣からは、引き続き政府一体となって取り組んでいくとの回答があったことから、

「もんじゅ」の廃止措置の手続きを進めることを了解した。 

 

11 月 28 日、知事は、原子力機構の児玉理事長と面談し、「もんじゅ」の廃止措置の安全

確保等について責任者としての決意を確認するとともに、現場の安全管理体制の強化、国や

県との連絡体制の強化、使用済燃料やナトリウムの早期搬出を求めた。 
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文部科学省は、「もんじゅ関連協議会」における県からの要請を受け、12 月５日、「もん

じゅ」の廃止措置に係る国と県との連絡体制として「もんじゅ廃止措置に係る連絡協議会」

を新たに設けること等を県に説明した。これに対し、県は、今回示した連絡体制を効果的に

活用し、国がしっかり原子力機構を指導・監督し、安全に廃止措置を進めていることを地元

に迅速に伝えていくこと等を求めた。 

 

12 月５日、県・敦賀市および原子力機構は、「高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確

保等に関する協定書」の改定を行うとともに、新たに「高速増殖原型炉もんじゅの廃止措置

等に関する協定書」を締結した。 

今回の改定では、協定の目的に「廃止措置に伴う安全確保」を明記し、「廃止措置計画」

や「廃止措置の状況」の連絡に関する条項を追加した。また、新たに締結した協定では、協

定の目的に、「安全対策、環境保全対策および地域振興対策の継続的な実施」等を明記する

とともに、「もんじゅ」特有の課題である使用済燃料やナトリウムの安全かつ速やかな県外

搬出や、国、県、敦賀市による廃止措置連絡協議会で国の説明に関し、必要に応じて原子力

機構に対応を求めること等を規定した。 

同日、県は、原子力機構から、「もんじゅ」の廃止措置計画について事前連絡を受けた。

これに対し県は、実効性のある現場の安全管理体制の強化や廃止措置の工事に当たり地元企

業の活用や雇用促進などを求めた。 

12 月６日、原子力機構は原子力規制委員会に対し、「もんじゅ」の廃止措置計画認可申請

を行った。 

 

②平成 30 年度予算案について 

平成 29 年 12 月 22 日、県は、文部科学省の増子大臣官房審議官および資源エネルギー庁の

若月原子力立地政策室長から、廃止措置計画等に基づき安全、着実かつ計画的に廃止措置を

実施するための経費として、平成 30 年度予算案に安全対策・維持管理経費として 154 億円、

廃炉経費として 25 億円、計 179 億円（平成 29 年度と同額）を計上したこと等について説明

を受けた。 

これに対し県は、確保された予算に基づいて「もんじゅ」の管理が安全に行われ、着実に

廃止措置が実施されるよう、政府が一体となって、原子力機構をしっかり指導・監督するこ

と等を求めた。 

 

(４) 大飯発電所１、２号機の廃炉について                  [添付－４] 

平成 29 年 12 月 22 日、関西電力の岩根社長は、知事に対し、大飯発電所１、２号機の廃炉

を決定したことについて報告した。 

これに対し、知事は、発電所の安全管理体制を充実・強化させること、使用済燃料の中間

貯蔵施設の県外立地や解体廃棄物の処分場の確保について、国と連携して検討を加速させる

こと等を求めた。 

 

(５) 国のエネルギー政策について 

①総合資源エネルギー調査会基本政策分科会について 

知事は、平成 29 年 12 月 26 日、総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会（第 23 回）

に委員として出席し、原子力に関して、長期的な視点に立った原子力政策の明確化、廃炉や

使用済燃料対策への国の積極的関与、核燃料サイクルの総合的な計画の策定について意見を

述べた。 
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②原子力小委員会について 

知事は、平成 30 年１月 16 日、総合資源エネルギー調査会原子力小委員会（第 13 回）に委

員として出席し、核燃料サイクルの総合的な計画の明確化、解体廃棄物対策への国の関与、

将来に関わる人材の確保等について意見を述べた。 

 

(６) 県内原子力発電所の 2017 年（平成 29 年；暦年）稼動実績について     [添付－５] 

2017 年（平成 29 年；暦年）の県内原子力発電所（10 基：1,008.8 万 kW）の稼動実績は、

発電電力量約 93.5 億 kWh、時間稼働率は 11.8％、設備利用率は 10.6％であった。 

 

 

 

３．安全協定に基づく異常事象の報告 

 

今期間、安全協定に基づき報告された異常事象は１件あった。周辺環境への放射能の影響

はなかった。 

 

(a) 今期間、安全協定に基づき報告された異常事象（１件） 

件 

番 
発電所名 件    名 

国への 

報告区分 

① 美浜発電所 

３号機 

 

発生 

(H29.12.13) 

終結 

(H29.12.22) 

 

 

[添付－６] 

 

保温材運搬作業における協力会社作業員の負傷 
 
・平成 29 年 12 月 12 日、２号機タービン建屋３階において、協力
会社作業員が、保温材を仮足場から、運搬用シートの上に運ん
だ後、仮置場に戻ろうとしたところ、床に置かれていたシート
吊上げ用のワイヤーロープに足が引っかかり転倒し、負傷した。 

・原因は、被災者が、ワイヤーロープを跨ぐ経路で移動しており、
同ロープに足が引っかかり転倒したものと推定された。 

・対策として、ワイヤーロープが置かれたエリアにカラーコーン
等を配置し、同ロープを跨ぐ経路で移動できないようにするこ
とを作業要領書に明記するとともに、協力会社に周知徹底した。 

 

－ 
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１．運転または建設中のプラント（設備容量 運転中：10 基 計 1008.8 万 kW、建設中：1 基 28.0 万 kW） 

        項 目 

発電所名 
現状 

利用率・稼働率（％） 発電電力量（億 kWh） 

平成 29 年度 運開後累計 平成 29 年度 運開後累計 

日本原子力発電㈱ 

敦 賀 発 電 所 
２号機 

定期検査中 
(H23. 8.29～未定) 

０．０

  
０．０

６１．４

 
６１．５

０．０ １,９２２．９

日本原子力研究開発機構 

高速増殖原型炉もんじゅ 
廃止措置準備中  

関 西 電 力 ㈱ 

美 浜 発 電 所 
３号機 

定期検査中 
(H23. 5.14～未定) 

０．０

 
０．０

６０．０

 
６０．５

０．０ １,７８０．２

関 西 電 力 ㈱ 

大 飯 発 電 所 

１号機※ 
定期検査中 

(H22.12.10～未定) 

０．０

 
  ０．０

５５．７

 
５６．４

０．０ ２,２１７．３

２号機※ 
定期検査中 

(H23.12.16～未定) 

０．０

 
０．０

６１．５

 
６２．０

０．０ ２,４０７．９

３号機 
定期検査中 

(H25. 9. 2～未定) 

０．０

 
０．０

６５．１

 
６５．１

０．０ １,７４８．６

４号機 
定期検査中 

 (H25. 9.15～未定）

０．０

 
０．０

６８．６

 
６８．２

０．０ １,７６０．７

関 西 電 力 ㈱ 

高 浜 発 電 所 

１号機 
定期検査中 

(H23. 1.10～未定) 

０．０

 
０．０

５９．０

 
５９．４

０．０ １,８３８．６

２号機 
定期検査中 

(H23.11.25～未定) 

０．０

  
０．０

５９．８

 
６０．２

０．０ １,８１９．２

３号機 運転中 

７８．２

 
７４．９

７０．８

 
７０．１

４４．９ １,７７９．６

４号機 運転中 

８４．６

 
８１．２

７０．０

 
６９．５

４８．５ １,７３９．４

 合 計 
１４．０

 
１５．６

６２．４

 
６２．６

９３．５ １９,０１５．０

 

(注１) 利用率・稼働率・電力量は平成 29 年 12 月末現在、累計は営業運転開始以降。また、利用率・稼働率は四捨五入、電力量は切り捨て 

 

※ 関西電力は、平成 29 年 12 月 22 日、大飯発電所１、２号機の廃炉を決定した。今後、電気事業法に基づく電気工作物変更届出

の提出をもって廃止となる。また、定期検査は廃止措置計画の認可を受けた日をもって終了とみなされる。 

 

  

原子力発電所の運転および建設状況 
原子力安全対策課 

平成30年１月17日現在 

添付－１

（上段）設備利用率＝            ×100（％） 
発電電力量 

 
認可出力×暦時間 

発電時間 
 

暦時間 
（下段）時間稼働率＝            ×100（％） 



添付１－２ 
 

２．各発電所の特記事項（平成 30 年１月 17 日時点） 

（１）運転中のプラント 

 

（２）建設中のプラント  

 

（３）廃止措置中のプラント  

発電所名 特記事項 

原子炉廃止
措置研究開発 
センター 

（ふげん） 

廃止措置中（H20.2.12 ～） 
・Ａ復水器および湿分分離器の解体撤去作業実施中（H29.4.3 ～) 

・原子炉建屋機器および原子炉補助建屋機器のトリチウム除去作業実施中（H29.9.19 ～ ）

・Ａディーゼル発電機室換気系および消音器の解体撤去作業実施中（H29.11.6 ～) 

第 30 回定期検査中（H29.9.1 ～ H29.12 月末頃予定） 

敦賀１号機 
廃止措置中（H29.4.19 ～） 
第１回施設定期検査中（H29.12.1 ～ H30.３月上旬頃予定） 

美浜１号機 

廃止措置中（H29.4.19 ～） 
・系統除染作業完了(H29.4.25～H29.11.10) 

第１回施設定期検査中（H30.1.15 ～ H30.４月中旬頃予定） 

美浜２号機 

廃止措置中（H29.4.19 ～） 
・系統除染作業完了(H29.5.9～H29.12.20) 

第１回施設定期検査中（H30.1.12 ～ H30.４月中旬頃予定） 

 

  
  

発電所名 特記事項 

敦賀２号機 
○一次冷却材中の放射能濃度上昇 
・発電停止（H23.5.7 17:00）、原子炉停止（H23.5.7 20:00） 

第 18 回定期検査中（H23.8.29 ～ 未定） 

美浜３号機 第 25 回定期検査中（H23.5.14 ～ 未定） 
・発電停止（H23.5.14 11:00）、原子炉停止（H23.5.14 12:59） 

大飯１号機 

第 24 回定期検査中（H22.12.10 ～ 未定） 
・発電停止(H22.12.10 10:00)、原子炉停止(H22.12.10 11:25)  
・原子炉起動（H23.3.10 19:00）、臨界（H23.3.11 0:40） 
・調整運転開始（H23.3.13 11:00） 

○Ｃ－蓄圧タンク圧力低下 
・発電停止（H23.7.16 19:48）、原子炉停止（H23.7.16 20:53） 

大飯２号機 第 24 回定期検査中（H23.12.16 ～ 未定） 
・発電停止（H23.12.16 16:00）、原子炉停止(H23.12.16 18:35) 

大飯３号機 第 16 回定期検査中（H25.9.2 ～ 未定） 
・発電停止（H25.9.2 23:00）、 原子炉停止（H25.9.3 1:06） 

大飯４号機 第 15 回定期検査中（H25.9.15 ～ 未定） 
・発電停止（H25.9.15 23:00）、原子炉停止（H25.9.16 1:33） 

高浜１号機 第 27 回定期検査中（H23.1.10 ～ 未定） 
 ・発電停止（H23.1.10 10:03）、原子炉停止（H23.1.10 12:20） 

高浜２号機 第 27 回定期検査中（H23.11.25 ～ 未定） 
 ・発電停止（H23.11.25 23:02）、原子炉停止(H23.11.26 2:26) 

発電所名 特記事項 

もんじゅ 
・設備保全対策（H24.4.2 ～） 

・廃止措置計画認可を申請（H29.12.6） 
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３．原子力規制委員会への申請状況（平成 30 年１月 17 日時点） 

（１）新規制基準適合性に係る申請を行ったプラント 
発電所 申請 申請日 補正書提出日 許認可日 

敦賀 ２号機 
原子炉設置変更許可 H27.11. 5 - - 
工事計画認可 - - - 
保安規定変更認可 H27.11. 5 - - 

美浜 ３号機 

原子炉設置変更許可 H27. 3.17 H28. 5.31，H28. 6.23 H28.10. 5 

工事計画認可 H27.11.26 
H28. 2.29，H28. 5.31 
H28. 8.26, H28.10. 7 

H28.10.26 

保安規定変更認可 H27. 3.17 - - 

大飯 ３、４号機 

原子炉設置変更許可 H25. 7. 8 
H28. 5.18, H28.11.18 
H29. 2. 3，H29. 4.24 

H29. 5.24 

工事計画認可 
H25. 7. 8 
H25. 8. 5※１

H28.12. 1，H29. 4.26 
H29. 6.26，H29. 7.18 
H29. 8.15 

H29. 8.25 

保安規定変更認可 H25. 7. 8 H28.12. 1，H29. 8.25 H29. 9. 1 

高浜 

１、２号機 

原子炉設置変更許可 H27. 3.17 
H28. 1.22, H28. 2.10 
H28. 4.12 

H28. 4.20 

工事計画認可 H27. 7. 3 
H27.11.16, H28. 1.22 
H28. 2.29，H28. 4.27 
H28. 5.27 

H28. 6.10 

保安規定変更認可 - - - 

３、４号機 

原子炉設置変更許可 H25. 7. 8 
H26.10.31, H26.12. 1, 
H27. 1.28 

H27. 2.12 

工事計画認可 
３号機 

H25. 7. 8 
H25. 8. 5※２

H27. 2. 2, H27. 4.15, 
H27. 7.16, H27. 7.28 

H27. 8. 4 

４号機 
H25. 7. 8 
H25. 8. 5※２

H27. 2. 2, H27. 4.15, 
H27. 9.29 

H27.10. 9 

保安規定変更認可 H25. 7. 8 H27. 6.19, H27. 9.29 H27.10. 9 
※１：平成 28 年 12 月 1 日の補正書に平成 25 年８月５日の申請内容を含めたため、平成 25 年８月５日の申請を取り下げた。 

※２：平成 27 年 2 月 2日の補正書に平成 25 年８月５日の申請内容を含めたため、平成 25 年８月５日の申請を取り下げた。 

 

 

特定重大事故等対処施設の設置※ 

発電所 申請 申請日 補正書提出日 許認可日 

高浜３、４号機 
原子炉設置変更許可 H26.12.25 H28. 6. 3, H28. 7.12 H28. 9.21 

工事計画認可 H29. 4.26 - - 

高浜１、２号機 原子炉設置変更許可 H28.12.22 H29. 4.26, H29.12.15 - 

※：原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく 

損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設。 

本体施設の工事計画認可から５年間の経過措置期間（法定猶予期間）までに設置することが要求されている。 

 ：前回の協議会（平成 29 年 11 月 17 日）以降に補正書が提出されたもの 

 
 
（２）運転期間の延長に係る申請を行ったプラント 

発電所 申請 申請日 補正書提出日 認可日 

美浜３号機 
運転期間延長認可（運転期間 60 年）※ H27.11.26 

H28. 3.10，H28. 5.31 

H28. 8.26, H28.10.28 
H28.11.16

保安規定変更認可（高経年化技術評価など） H27.11.26 
H28. 3.10，H28. 5.31 

H28. 8.26, H28.10.28 
H28.11.16

高浜１、２号機 

運転期間延長認可（運転期間 60 年）※ H27. 4.30 

H27. 7. 3, H27.11.16, 

H28. 2.29，H28. 4.27 

H28. 6.13 

H28. 6.20

保安規定変更認可（高経年化技術評価など） H27. 4.30 

H27. 7. 3, H27.11.16, 

H28. 2.29，H28. 4.27 

H28. 6.13 

H28. 6.20

※：原子炉等規制法において、運転期間は 40 年とされているが、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けることで、

１回に限り 20 年を上限として延長が可能とされている。 
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４．燃料輸送実績（平成 29 年 11 月 18 日～平成 30 年１月 17 日） 

＜新燃料輸送＞  

  なし 
 

＜使用済燃料輸送＞ 

  なし 
 
 

５．低レベル放射性廃棄物輸送実績（平成 29 年 11 月 18 日～平成 30 年１月 17 日） 

  なし 
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高浜発電所１、２号機の特定重大事故等対処施設に関する 
原子炉設置変更許可申請の補正書の再提出について 

平成２９年１２月１５日 
関西電力株式会社 

当社は、高浜発電所１、２号機の特定重大事故等対処施設※に関する原

子炉設置変更許可申請の補正書を、本日、原子力規制委員会へ再提出しま

した。 

高浜発電所１、２号機の特定重大事故等対処施設に関する原子炉設置変

更許可申請については、平成２８年１２月２２日に申請を行い、平成２９

年４月２６日に、地質調査にて拡充した地質データを反映し、原子力規制

委員会へ補正書を提出しました。

その後、当社は、審査の中でいただいた、施設の運用方法等に係るご指

摘を踏まえ、対応が必要な内容を反映し、補正書を本日、原子力規制委員

会へ再提出しました。

当社は引き続き、原子力規制委員会の審査に真摯かつ的確、迅速に対応

し、特定重大事故等対処施設の早期の完成を目指します。

※原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉

を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防
止するための機能を有する施設であり、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」（平成２８年１月１２日改正）に基づき、本体施

設の工事計画認可後５年という経過措置期間（法定猶予期間）内に設置が求められて
いるものです。 

以 上 
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大飯発電所１、２号機の廃炉決定にかかる福井県および 

おおい町への報告について 

平 成 ２ ９ 年 １ ２ 月 ２ ２ 日 

関 西 電 力 株 式 会 社 

当社は本日、大飯発電所１、２号機の廃炉について決定し、福井県およ
びおおい町へ報告しました。 

今後、大飯発電所１、２号機の廃炉に伴う各種手続き※を行い、廃止措
置を安全最優先に進めてまいります。 
一方で、運転中の原子力プラントおよび再稼動を目指している原子力 

プラントにつきましては、引き続き、安全性・信頼性の向上に努め、今後
も立地地域をはじめ、社会の皆さまのご理解を賜りながら、安全を最優先
に全力で取り組んでまいります。 

※廃炉に伴う各種手続き
１．電気事業会計規則に基づく廃炉会計制度の承認申請

（原子力特定資産承認申請および原子力廃止関連仮勘定承認申請）
２．電気事業法に基づく電気工作物変更届出
３．原子炉等規制法に基づく廃止措置計画認可申請 等

以 上
【添付資料】
・大飯発電所１、２号機の廃炉決定にかかる福井県およびおおい町
への報告内容

・大飯発電所１、２号機の概要
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添付資料

大飯発電所１、２号機の廃炉決定にかかる福井県および 

おおい町への報告内容 

１．大飯発電所１、２号機の廃炉決定 
○大飯発電所１、２号機については、我が国で唯一のアイスコンデン
サ型の格納容器※を採用したプラントであり、他のプラントに比べ、
格納容器が非常に小さい。 
※原子炉格納容器の周りに設けられたバスケットにブロック状の氷を入れ、

事故時に発生する蒸気を急速に冷却し圧力を下げる方式

○新規制基準に適合するための安全対策を検討した結果、格納容器を
覆う建屋のコンクリート壁を厚くする対策等が必要となるが、壁の
補強において格納容器と格納容器を覆う建屋の壁の幅が狭くなる。
また、建設時には不要であった設備の設置により、元々小さい格納
容器内の作業区域がさらに狭隘になる。

○このため、定期検査や運転時の設備の点検・保守作業やトラブルが
発生した場合の迅速な補修などの対応を安全・確実に実施すること
が難しくなり、技術的な観点から検討を重ねてきたが有効な方法を
見出せないため、今後の施設運用における安全や品質の確保を最優
先に考えた結果、廃炉を決定した。

２．安全かつ着実な廃止措置の実施 
○当社の知見・技術を有効に活用するとともに、作業の本格化に向け
て廃止措置技術センターや発電所の専任管理体制の充実について検
討を進め、安全かつ着実に廃止措置を実施する。

３．中間貯蔵施設の福井県外立地 
○当社の「使用済燃料対策推進計画」に基づき、基本となる再処理の
ため六ヶ所再処理工場への搬出を前提として努力する。さらに加え
て、福井県外における中間貯蔵施設の立地を進め、２０２０年頃に
計画地点を確定し、２０３０年頃に操業を開始する予定である。
それに先立ち、２０１８年には、理解活動の進展等を踏まえ、具体
的な計画地点を示す予定である。

４．廃止措置に伴う放射性廃棄物の処理 
○遅滞なく廃止措置を実施できるよう、処分場の確保に向けた検討を
進める。

○現在、原子力規制委員会で廃止措置に伴い発生する放射性廃棄物の
埋設処分に関して、具体的な規制基準の策定が進められている。
今後の処分地の選定等にあたっては、整備された具体的な規制基準
を踏まえて検討を進め、引き続き国の関与・支援を要請する。

５．地元企業の発展、雇用の促進 
○大飯発電所１、２号機の状況を踏まえた地元企業向けの説明会や情
報交換会、地元企業との共同研究等の取組みを拡大することで、よ
り多くの地元企業が継続して工事に参画できるよう努める。

以 上 
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添付資料 

大飯発電所１、２号機の概要 

［大飯発電所の概要］ 

設置者 関西電力株式会社 

設置場所 福井県大飯郡おおい町大島 

発電所敷地面積（全体） 約１８８万㎡ 

大飯発電所１、２号機 大飯発電所３、４号機 

炉 型 加圧水型軽水炉 

定格出力 １１７．５万kW １１８万kW 

営業運転開始
１号機：S54. 3.27 

２号機：S54.12. 5 

３号機：H3.12.18 

４号機：H5. 2. 2 

燃料集合体装荷体数 １９３体 

蒸気発生器数 ４基 

主契約者
ウェスティングハウス社 

三菱商事 

三菱重工 

[発電所１、２号機] 

１号機２号機 
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［大飯発電所１、２号機の発電実績］ 

大飯発電所１号機 大飯発電所２号機 

発電電力量
2217.30億 kWh 

（一般家庭約 7,100 万世帯/年 相当）

2407.95億 kWh 

（一般家庭約 7,720 万世帯/年 相当）

発電日数 8,018日 8,645日 

現在の状況
第24回定期検査中 

（H22.12.10～） 

第 24回定期検査中 

（H23.12.16～） 

［経緯（大飯発電所１号機）］ 

年月日 内 容 

S46. 1.23 原子炉設置許可申請 

S47. 7. 4 原子炉設置許可 

S47.10.21 工事着手 

S52.12. 2 初臨界  

S52.12.23 初送電  

S54. 3.27 営業運転開始 

H15. 6.10 定格熱出力一定運転を開始※ 

H20. 3.14 30年目の高経年化技術評価等報告書を経済産業大臣に提出 

H20. 7.25 高経年化技術評価等報告書の内容が妥当とする審査結果が公表 

H20. 7.30 福井県およびおおい町に対し今後の運転方針を報告 

※定格電気出力一定運転から定格熱出力一定運転に変更 

＜主なトラブル＞ 

S56. 9、S63.10 蒸気発生器伝熱管漏えいによる原子炉手動停止（2回）

＜主な工事＞ 

第12回定期検査（H 6. 9 ～ H 7. 5） 蒸気発生器取替工事 

第16回定期検査（H12. 7 ～ H12.11） 原子炉容器上部蓋取替工事 
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［経緯（大飯発電所２号機）］ 

年月日 内 容 

S46. 1.23 原子炉設置変更許可申請 

S47. 7. 4 原子炉設置変更許可 

S47.11.14  工事着手 

S53. 9.14 初臨界 

S53.10.11 初送電  

S54.12. 5 営業運転開始 

H14.12.25 定格熱出力一定運転を開始※ 

H20. 3.14 30年目の高経年化技術評価等報告書を経済産業大臣に提出 

H20.10.27 高経年化技術評価等報告書の内容が妥当とする審査結果が公表 

H20.11.17 福井県およびおおい町に対し今後の運転方針を報告 

※定格電気出力一定運転から定格熱出力一定運転に変更

＜主なトラブル＞

H 7. 2 
蒸気発生器伝熱管漏えいによる原子炉手動停止 

（1回） 

＜主な工事＞ 

第13回定期検査（H 9. 2 ～ H 9. 8） 蒸気発生器取替工事 

第14回定期検査（H10. 8 ～ H11. 8） 原子炉容器上部蓋取替工事 

以 上 
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件番 ① 

発電所名 美浜発電所３号機 

発生事象名 保温材運搬作業における協力会社作業員の負傷 

発生年月日 平成 29 年 12 月 13 日（異常事象に該当すると判断した日） 

終結年月日 平成 29 年 12 月 22 日（対策が完了した日） 

発生時プラント状況 定期検査中 

系統設備名 ― 

国への報告区分 ― 

尺度区分 
基準１ 基準２ 基準３ 評価レベル 

― ― ― ―

事象概要 

平成 29 年 12 月 12 日 15 時 10 分頃、美浜発電所２号機のタービン建屋３階※（非管理区域）

において、協力会社作業員が、配管から取り外した金属保温材（以下、保温材）を運搬用シー

トの上に運び、次の保温材を取りに仮置場に戻ろうとしたところ、運搬用シートの両側に取付

けられている吊上げ用のワイヤーロープに足が引っかかり転倒し、右足を負傷した。病院で診

察を受けた結果、３ヶ月間の入院・加療が必要と診断された。 

作業状況を確認したところ、被災者は、保温材の仮置場と運搬用シートを行き来しており、

移動経路にはワイヤーロープが置かれた状態であったが、被災者は、ワイヤーロープが置かれ

ていたことを意識することなく、同ロープを跨いで運搬作業を行っていた。 

※美浜発電所３号機のアクセスルートに影響する２号機タービン建屋西側の一部を解体する工事を実施 

原因 

被災者が、ワイヤーロープを跨ぐ経路で移動しており、同ロープに足が引っかかり転倒した

ものと推定された。 

対策 

ワイヤーロープが置かれたエリアにカラーコーン等を配置し、同ロープを跨ぐ経路で移動で

きないようにすることを作業要領書に明記するとともに、協力会社に周知徹底した。 
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美浜発電所２号機  
保温材運搬作業における協力会社作業員の負傷について 

現場状況図 

推定原因 

ワイヤーロープ 

保温材 

運搬用シート 

対策 

 ワイヤーロープが置かれたエリアにカラーコーン等
を配置し、ワイヤーロープを跨ぐ経路で移動できない
ようにすることを作業要領等に明記するとともに、協
力会社に周知徹底した。 

 ワイヤーロープを跨ぐ経路で移動しており、ワイヤーロープに足が引っかかり転倒したものと推定さ
れた。 

タービン建屋３階 

保温材仮置場 

保温材仮置場 

開
口
部

運搬用シート※
※金属ワイヤーを網状に編み、 
表面にシートを取り付けた
運搬用具。 
マスクのように金属製のワ
イヤーロープ両端が金網に
縛り付けられている。 

＜展張状態＞ ＜吊り状態＞ 
イメージ イメージ 

保温材運搬で往復 

運搬用シート 

ワイヤーロープ 
ネット外周に沿うように 
置いていた 

保温材 

ワイヤーロープを跨ぐ経路で 
保温材の運搬を行っていた 

被災者 

階下への荷物運搬用の開口部 

縦３ｍ×横３ｍ 

作業状況 

通行不可 

通
行
可
能

転倒イメージ 

床面から浮いた箇所に右足が引っ
かかり転倒。 

ワイヤー 
ロープ 

添付6－2


	第201回説明資料(運転状況)r10
	[添付1]運転建設状況_第201回r1
	[添付2]M12の第1回定期検査工程
	②添付資料

	[添付3]171215_T12特重施設の設置許可補正申請
	[添付4]171222_O12廃炉決定にかかる福井県等への報告
	[添付5]H29暦年実績
	[添付6]M2労働災害r2
	[添付7]M2労働災害r2
	[添付7]M2労働災害r1
	[添付6]M2労働災害
	[添付5]【Ｒ１０】（添付）美浜協力会社労災（図面）






